
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２7 年 １月 １日    第 407 号 

新 年 の ご あ い さ つ 

【今年が素晴らしい年でありますように！】 

 新年あけましておめでとうございます。 

会員事業所並びに会員、ご家族の皆さまにはご健勝で輝か

しい平成 27 年の新春をお迎えのことと心からお慶び申し上

げますとともに、平素から本会の事業運営に対する温かいご

理解とご協力に感謝申し上げます。 

さて、昨年は師走の慌ただしい中執行された衆院選挙で「ア

ベノミクス」継続の是非を最大の争点に掲げた自民党が圧勝

する結果となり、安倍首相は、今後「アベノミクスの成功、

それを確かなものとすることが最大の課題」としています。

しかし、その効果は大企業や大都市圏を中心に波及するに止

まり、円安に伴う輸入物価の上昇に賃上げが追いつかず、家

計の実質負担が増すというアベノミクスの副作用に地方は喘

いでおり、消費税率引き上げによる消費の減退、燃料や電気

料金の高騰など地方の小規模零細企業の経営環境は大変厳し

い状態が続いております。 

このような中、昨年成立した小規模企業振興基本法は、商

工会等が長年要望してきたもので、基本理念に「事業の持続

的発展」が明記されたことは、地域に根差し、地域を支え、

地域の雇用を守る小規模事業所をこれまで以上に支援する事

の表れであり、改正された小規模事業者支援法には、新たに

「経営の発達支援」が盛り込まれるなど商工会に期待される

役割が益々大きくなっており、私たちは一層 地元小規模事業

者が事業の継続･成長･発展を図ることができるよう支援を充

実させるとともに、雇用創出や地域経済の活性化に向け一層

の研鑽を高め、私たちのできうる地域振興事業を一つ一つ着

実に積み上げ、地域経済の振興と活力に貢献することが本会

に求められる、期待される役割と考えておりますので、今後

一層のご理解を賜り、ご支援ご協力をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 商工会を取り巻く環境は依然厳しい中にありますが、新たな 

年を迎えて、これまで以上に会員相互が知恵を出し合い、一

致結束され、会員各位にとりまして発展・飛躍の年となりま

す様ご祈念申し上げ、年頭のご挨拶といたします。 

和寒町商工会 会長 浜田義昭  

・副会長 藤村光司 眞鍋修詩 

・理 事 山田幸夫 藤田房雄 渡邊裕治 合田菊夫 

   西田陽司 酒向勤 今田弘二 五十嵐英次 

市村政晃 玉手美穂子  

・監 事 上口静男 坂本広志 

 

【 第６回 理事会 開催される 】 

平成 26 年度第６回理事会が昨年 12 月 18 日開催さ

れました。その結果を次のとおりご報告いたします。 

◎議案第 1 号 会員の加入について 

 事業所名：(株)友遊 代表取締役 谷口勝弘様 

字東町で通所介護事業を展開されている(株)友遊様から

加入申し込みがあり、全会一致により 27 年 1 月 1 日付

で加入が承認されました。 

今後ますますのご発展を期待いたします。 

◎議案第２号 商工会定款の一部改正について         

青年部員資格を緩和し、部員の年齢制限を 40 歳から 

45 歳に引き上げる定款の一部改正について承認をいた 

だきました。 

◎議案第３号 役員選任規約の一部改正について       

役員選任規約に選挙及び立候補等の規定を新たに加 

える規約の一部改正について、モデル規約に準じて改め

ることについて承認をいただきました。 

◎議案第４号 青年部規約の一部改正について   

 商工会定款の改正を受け青年部規約に規定する部員 

の資格年齢を「満 45 歳以下」に改めることについて承 

認をいただきました。 

◎議案第５号 女性部規約の一部改正について    

 女性部規約第１条（目的）の字句を整理することにつ

いて承認をいただきました。 

◎議案第６号 職員給与規程の一部改正について 

 北海道が職員の給与に関する条例等を一部改正したこ

とから、同様に職員給与規程の給料表及び期末勤勉手当、

通勤手当の規定を一部改正することについて承認をいた

だきました。 

◎議案第７号 職員再雇用規程の一部改正について    

商工会職員給与規程と同様に、職員再雇用規程の期末 

勤勉手当及び通勤手当の規定を一部改正することについ

て承認をいただきました。 
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◎議案第８号 活活商品券販売事業について 

第 5 回理事会で承認を得た「わっさむ活活商品券販売事

業」の追加販売の実施要望について、町よりその承諾があ

ったので 1 世帯 3 万円を上限に 1,500 万円を追加販売す

ることについて承認をいただきました。 

◎議案第９号 平成 26 年度商工会表彰式について            

26 年度表彰式における被表彰者について、総務企画・

労務福祉厚生の両委員会から推薦のあった候補者について

全会一致で承認をいただきました。なお、表彰式は 27 年

1 月 24 日（土）午後 6 時から産業会館で執り行われ、受

賞される皆様は次の方々です。(敬称略) 

・和寒町商工会功労表彰 藤原信男、今田八千代 

・優良従業員表彰 

  全国商工会連合会長表彰  薄井 豊 （近藤組） 

  北海道商工会連合会長表彰 渡部いつみ （近藤組） 

                梶原 雅史(北日本床土) 

 上川管内商工連会長表彰  渋谷 博樹(北日本床土) 

  和寒町商工会長表彰 清瀬 孝則(和寒自動車工業) 

           岩崎 怜 (丸〆商会) 

◎議案第 10 号 経営発達支援計画の策定について       

地域で連携し小規模事業者を面的に支援する体制を構築

するため必要となる「経営発達支援計画」を策定すること

について承認をいただきました。           

◎議案第 11 号 平成 26 年度収支更生予算（案）について 

 上期の執行状況と下期の決算見込みにより更生した 26

年度収支更生予算(案)について承認をいただきました。   

◎議案第 12 号 平成 27 年度収支予算（案）について          

 ２６年度収支予算及び２７年度新規事業等を勘案し調整

した平成 27 年度収支予算（案）について協議をいただ

き、提案のとおり承認をいただきました。 

・報告事項 1 平成 27 年度要望書の提出について        

・報告事項 2 商工会員勧誘強化対策の結果について     

・報告事項 3 第 26 回極寒フェスティバルについて 

・報告事項 4 関係する各事業の推進経緯について 

・報告事項５ 各部会報告について 

元祖 越冬キャベツの里 ！ 

【第 26 回 極寒フェスティバルについて】 

 本町の冬の一大イベント「わっさむ極寒フェスティバル」 

が 2 月 1 日（日）に開催されることが決定しました。 

 今回で 26 回を数えるフェスティバルは、三笠山「ふれ 

あいのもり」を会場に初めて開催されるもので、過日開催

された実行委員会では、今回の開催を契機に催事の見直し

を行い、これまで課題であった、役員の負担軽減と費用の

縮減を図るよう話し合われました。会員各位におかれまし

ては、開催に向けたご協力よろしくお願いいたします。 

 

    
【サンライトさん 大入り満員 えむとい演奏会】 

本会会員のサンライト（店主 西田陽

司）で、スタイリッシュながら温かみ

のあるサウンドが人気の M-TOY 

BOX の演奏会が 11 月 19 日、満員の

店内で開催されました。昨年に続いて 

の演奏会にはファンとなった老若男女が多数駆けつけ、

テンポの良いカホンや澄んだヴァイオリンの音色に楽し

いひとときを過ごしていました。 

【和寒町民大新年会開催のお知らせ】 

新春恒例お楽しみの青年部主催の町民大新年会が、1

月 25 日（日）午後 6 時から公民館で開催されます。チ

ケット 1 枚千円で絶賛販売中です。お仲間お誘い合わせ

のうえ、ご来場いただきますようお知らせいたします。 

《 １２月の動き 》 

  12 月 1 日  商業部会幹事会 

       旭川開発局実感ヒヤリング  

       上川町観光ＰＲ来町対応 

12 月 3 日  経産局消費税転嫁対策室指導 

12 月 4 日  管内商工会青年部長会議    旭川 

       ＬＣ例会 

12 月 5 日  広域連携職員資質向上講習会  剣淵 

12 月６日  東山スキ－場安全祈願祭 

和寒町文連表彰式 

12 月 8 日 人事交流職員面談会 

15 日 平成 27 年度要望書の提出   役場 

       会員勧誘町内事業所訪問活動     

    16 日 労務福祉厚生委員会 

   18 日 第 5 回総務企画委員会 

       第 6 回理事会 

19 日 商工会女性部会議 

    商工会青年部会議 

22 日 第 6 回観光協会役員会並びに 

第 26 回極寒フェスティバル実行委員会 

25 日  地域プラットホーム会議    名寄 

       歳末における地域安全運動 

    30 日  仕事納め 

※仕事始めは 1 月 6 日（火）からです。 

 

 

 

 

 


